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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第104期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第105期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第104期

会計期間
自平成21年３月１日
至平成21年５月31日

自平成22年３月１日
至平成22年５月31日

自平成21年３月１日
至平成22年２月28日

売上高（千円） 1,270,959 947,470 4,340,624

経常損失（△）（千円） △3,342 △135,215 △231,040

四半期（当期）純損失（△）（千円） △73,911 △184,688 △460,072

純資産額（千円） 3,415,252 2,955,763 3,147,693

総資産額（千円） 6,561,642 5,913,822 6,140,701

１株当たり純資産額（円） 47.88 40.60 43.20

１株当たり四半期（当期）純損失（△）金

額（円）
△1.04 △2.58 △6.45

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
― ― －

自己資本比率（％） 52.0 48.9 50.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
240,673 △152,884 77,892

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
8,260 △9,936 △223,432

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
49,507 △24,772 340,240

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（千円）
1,322,668 1,017,826 1,206,250

従業員数（人） 649 575 569

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第104期第１四半期連結累計（会計）期間におい

ては、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第104期、第105期第

１四半期連結累計（会計）期間においては潜在株式が存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失で

あるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

 　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年５月31日現在

従業員数（人） 575 　

　（注）従業員数は、就業人員であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年５月31日現在

従業員数（人） 90 　

　（注）　従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日）
　至　平成22年５月31日）　

前年同四半期比（％）

試験機事業（千円） 604,134 △5.5

住生活事業（千円） 383,725 21.1

ゆるみ止めナット事業（千円） 78,450 △57.3

合計 1,066,309 △6.5

　（注）１　金額は販売価額によっております。

２　セグメント間の取引は相殺消去しております。

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

４　デジタル事業は、提供するサービスの性格上、生産実績に馴染まないため記載しておりません。

 

(2）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日）
　至　平成22年５月31日）　

前年同四半期比（％）

住生活事業（千円） 164,321 45.6

ゆるみ止めナット事業（千円） 8,782 －

合計 173,104 －

　（注）１　セグメント間の取引は相殺消去しております。 

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３　試験機事業及びデジタル事業は商品仕入れがないため、記載しておりません。

　

(3）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

試験機事業 410,797 △20.9 721,321 △23.2

合計 410,797 △20.9 721,321 △23.2

　（注）１　金額は販売価額によっております。

２　セグメント間の取引は相殺消去しております。

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

４　住生活事業、デジタル事業及びゆるみ止めナット事業は受注生産ではないため、記載しておりません。
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(4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日）
　至　平成22年５月31日）

前年同四半期比（％）

試験機事業（千円） 518,513 △29.9

住生活事業（千円） 383,725 21.1

デジタル事業（千円） － △100.0

ゆるみ止めナット事業（千円） 45,231 △63.3

合計 947,470 △25.4

　（注）１　セグメント間の取引は相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクにおいて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間(平成22年３月１日～平成22年５月31日)におけるわが国経済は、アジア向け輸出の伸長

が寄与し緩やかな回復基調にあるものの、雇用情勢の改善が見えないことや個人消費の低迷続く中、不安定な国際金

融情勢の影響で株式市場が不安定なこともあり、先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況の下、当社グループは、試験機事業では、一昨年のリーマンショックに象徴される金融危機の影響に

よる試験機需要の落ち込みへの対策を進めましたものの、受注環境は依然厳しい状況が続きました。次に住生活事業

では、健康関連商品などの販売により様々な取り組みによる成果が表れつつあり、中国子会社を拠点とする拡大する

中国市場への数種類の製品展開を重点的に進めております。また、ゆるみ止めナット事業では、顧客基盤の拡大は順調

に進展しておりますが、公共投資の削減や民間設備投資の減少等により低迷いたしました。なお、デジタル事業は業務

提携先のビジネス環境の激変により収益機会を見込めなくなったことから、新たな事業分野を模索してまいる所存で

あります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高947,470千円（前年同期比25.4%減）、経常損失135,215千円

（前年同期は3,342千円の経常損失）、四半期純損失は184,688千円（前年同期は73,911千円の四半期純損失）となり

ました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①試験機事業

　試験機事業では、引き続き環境関連分野とメンテナンス・校正サービスの拡充を図るべくグループ会社間の連携に

よる営業活動や新規顧客開拓を進めているものの、受注環境は輸送機関連業界によるエンジン試験機需要の低迷を主

因として厳しい状況が続きました。

　以上の結果、試験機事業の売上高は518,513千円（前年同期比29.9%減）、営業利益36,938千円（前年同期比46.5%

減）となりました。

②住生活事業

　住生活事業では、一般消費者向けの健康関連商品などの販売が堅調であり、中国子会社業績の持ち直しを含め総じて

計画通り推移いたしました。

　以上の結果、住生活事業の売上高は383,725千円（前年同期比21.1%増）、営業利益は3,785千円（前年同期は23,456

千円の営業損失）となりました。

③デジタル事業

　デジタル事業では、業務提携先の事業環境激変に伴う提携契約解消により既存のネットワーク関連サービスは売上

を計上できませんでした。

　以上の結果、デジタル事業の売上高は―千円（前年同期は90,600千円の売上高）、営業損失3,411千円（前年同期は

48,214千円の営業利益）となりました。

④ゆるみ止めナット事業

　ゆるみ止めナット事業では、拡販活動により製品の市場浸透は進んでおりますがナットの価格を主因にそのピッチ

は遅くなっております。さらに、公共投資の削減や民間設備投資削減などの受注環境の影響もあり、売上高は大幅に計

画を下回るとともに設備償却費等の負担などにより厳しい状況となりました。

　以上の結果、ゆるみ止めナット事業の売上高は45,231千円（前年同期比63.3%減）、営業損失77,164千円（前年同期
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は6,989千円の営業損失）となりました。

　所在地別のセグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

　国内では、㈱東京試験機の売上高ならびに高粗利率案件による利益が業績に寄与したものの、当社を含め総じて厳し

い状況となりました。

　以上の結果、売上高は704,473千円（前年同期比31.3%減）、営業損失は41,745千円（前年同期は105,174千円の営業

利益）となりました。 

②中国

　中国では、子会社３社とも世界的な不況の影響から脱しつつあり、総じて計画通りに推移いたしました。

　以上の結果、売上高は242,997千円（前年同期比0.6%減）、営業損失は1,915千円（前年同期は21,489千円の営業損

失）となりました。

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における資産につきましては、総資産は5,913,822千円となり、前連結会計年度末に比

べ226,879千円減少いたしました。

　流動資産は2,988,275千円となり、前連結会計年度末に比べ185,505千円減少いたしました。これは主に現金及び預金

の減少204,919千円、受取手形及び売掛金の増加39,413千円、たな卸資産の減少72,860千円によるものであります。

　固定資産は2,922,591千円となり、前連結会計年度末に比べ39,232千円減少いたしました。これは主に繰延税金資産

の減少17,562千円、のれんの償却14,736千円、その他に減価償却費の計上によるものであります。

　繰延資産は2,955千円となり、前連結会計年度末に比べ2,140千円減少いたしました。これは主に株式交付費ならびに

社債発行費の償却によるものであります。

　負債合計は2,958,058千円となり、前連結会計年度末に比べ34,949千円減少いたしました。これは主に支払手形及び

買掛金の減少50,722千円、社債の償還20,000千円によるものであります。

　純資産は2,955,763千円となり、前連結会計年度末に比べ191,929千円減少いたしました。これは主に四半期純損失

184,688千円によるものであります。

  

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ188,423千円減少し、

1,017,826千円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は152,884千円（前年同期は

225,883千円の増加）となりました。これは主に売上債権の増加38,495千円、たな卸資産の減少72,782千円、仕入債務

の減少50,541千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は9,936千円（前年同期は

8,553千円の増加）となりました。これは主に定期預金の払戻62,508千円の資金増加、定期預金の預入による支出

50,011千円、有価証券の取得15,000千円等の支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は24,772千円（前年同期は

64,004千円の増加）となりました。これは主に社債の償還20,000千円、借入金の返済額94,774千円による支出及び借

入による収入90,000千円等によるものであります。 

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対応すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,469千円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 260,000,000

計 260,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年７月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 71,337,916 71,337,916
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株　

計 71,337,916 71,337,916 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

 　　平成21年８月18日開催の当社取締役会決議に基づき平成21年９月７日に第三者割当の方法により発行した平成21

年第１回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の内容は、次のとおりであります。 

 
第１四半期会計期間末現在

（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個）  40,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000　　

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり42　

新株予約権の行使期間
自　平成21年９月24日

至　平成23年９月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　43.5

　 資本組入額　　21.75

新株予約権の行使の条件 　各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役

会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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(注)１．本新株予約権の払込金額

　　　　本新株予約権１個当たり1,500円（総額60,000,000円）　

　　　　２．本新株予約権の目的となる株式の数

　　　　　　(1)本新株予約権の目的となる株式の数は、40,000,000株（新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新

たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交

付」という。）する数は1,000株（以下「割当株式数」という。）とする。）とする。ただし、本項第(3)号

により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後割当株式数に

応じて調整されるものとする。

　　　　　　(2)当社が第４項の規定に従って行使価額（第３項第(1)号に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次

の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かか

る算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第４項に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とする。　

調整後割当株式数　＝
調整前割当株式数　×　調整前行使価額

調整後行使価額

　　　　　　(3)調整後の割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第４項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関

し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

　　　　　　(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、原則として、適用開始日の前日までに本新株予約権者に対し、かかる調

整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項

を書面にて通知する。ただし、適用開始日の前日までに当該通知ができないときは、適用開始日以降速や

かにこれを行う。

　　　　３．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　　(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株

式1 株あたりの金銭の額（以下「行使価額」という。）は、当初42円とする。

　　　　　　(2)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（ただし、第４項によって調整された場合は調

整後の行使価額）に割当株式数を乗じた額とする。

　　　　４．行使価額の調整

　　　　　　(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場

合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもっ

て行使価額を調整する。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

普通

株式数

　

＋

交付普通株式数 ×
1株あたりの

払込金額

時　価

既発行普通株式数　＋　交付普通株式数

　　　　　　(2)行使価額調整式により、本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

　　　　　　①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、当社の

発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。）

その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。）

　　　　　調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降にこれを適用する。

　　　　　　②株式分割又は株主無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

　　　　　　調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについ

て普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、また、当
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社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又

は普通株主以外の株主に当社普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降

に、それぞれこれを適用する。

　　　　　　③本項第(4)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権付株

式若しくは取得条項付株式を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める

時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を

発行又は付与する場合（無償割当ての場合を含む。）

　　　　　　調整後の行使価額は、取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全て

が当初の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用

して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日）の翌

日以降にこれを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は

その翌日以降にこれを適用する。

　　　　　　上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式若しくは取得条

項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行

使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しくは取得条項付株式又は
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　　　　　　新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交

付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以

降にこれを適用する。

　　　　　　④本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会そ

の他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額

は、当該承認があった日の翌日以降に適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が

あった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社

普通株式を交付する。この場合、1 株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行

わないものとする。

株式数＝
（調整前行使価額 － 調整後行使価額） ×

調整前行使価額により当該期間内

に交付された当社普通株式数

調整後行使価額

　　　　　(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わないものとする。ただし、その後さらに行使価額の調整を必要とする事由が発

生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの

差額を差し引いた額を使用する。

　　　　　　(4)①行使価額調整式の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　　　　　　②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基準

日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２

位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　　　　　　③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合

はその日、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は調整後の行使価額を適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式の

数を控除した数とする。また、本項第(2)号④の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数

は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとす

る。

　　　　　　(5)本項第(2)号に定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額

の調整を行う。

　　　　　　①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

　　　　　　②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。

　　　　　　③その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

き。

　　　　　　(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、原則として、適用開始日の前日までに本新株予約権者に対し、かかる調整

を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を

通知する。ただし、適用開始日の前日までに当該通知ができないときは、適用開始日以降速やかにこれを

行う。

　　　　５．本新株予約権の取得の事由及び取得の条件

　　　　　　①当社は、当社が吸収合併による消滅、株式移転又は株式交換により他の会社の完全子会社となることを当社の株

主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することがで

きるものとする。

　　　　　　②当社は、本新株予約権の取得を当社取締役会にて決議した場合は、①本新株予約権証券が発行されていない場合

には、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知し、②本新株予約権証券が発行されている場合は、会

社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び通知をした上で、当社取締役会の定める取得日
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に、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとし、本新株予

約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行う。この場合、本新株予約権者に対

し、本新株予約権１個につき当該新株予約権１個の払込金額と同額の対価を支払う。

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成22年３月１日～

平成22年５月31日 
    ― 71,337,916    ― 2,713,552    　― 200,233
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（６）【大株主の状況】

　当社は、第１四半期会計期間の末日及び第３四半期会計期間の末日については、株式会社証券保管振替機構に

対し総株主通知請求を行っておらず、また、大量保有報告書等の写しの送付等がなかったため、当第１四半期会

計期間においては、大株主の異動は把握しておりません。

　

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成22年２月28日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

 平成22年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)　　　　普通

株式      21,000
― 　　　　　　―

完全議決権株式（その他） 普通株式  71,261,000 71,261 ―

単元未満株式 普通株式　 　 55,916 ― ―

発行済株式総数 71,337,916 ― ―

総株主の議決権 ― 71,261 ―

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が3千株含まれ

ております。　

　　　　２．単元未満株式には当社所有の自己株式603株が含まれております。

 

②【自己株式等】  

　 平成22年２月28日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合

（％）

㈱テークスグルー

プ 

東京都千代田区内

神田二丁目15番２

号

21,000 － 21,000 0.03

計 － 21,000 － 21,000 0.03

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
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月別
平成22年
３月

４月 ５月

最高（円） 31 35 32

最低（円） 19 29 24

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平

成21年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22

年５月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

EDINET提出書類

株式会社テークスグループ(E01587)

四半期報告書

15/30



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,111,838 ※2
 1,316,758

受取手形及び売掛金 ※3
 979,631

※3
 940,217

商品及び製品 345,170 385,762

仕掛品 257,093 269,863

原材料及び貯蔵品 127,917 147,415

繰延税金資産 5,057 5,057

その他 197,390 147,263

貸倒引当金 △35,823 △38,557

流動資産合計 2,988,275 3,173,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1,2
 417,416

※1,2
 423,023

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 384,157

※1
 398,851

土地 ※2
 1,478,684

※2
 1,478,684

工具、器具及び備品（純額） ※1
 47,902

※1
 51,738

有形固定資産合計 2,328,159 2,352,297

無形固定資産

借地権 37,653 38,729

のれん 236,838 251,574

その他 27,014 28,393

無形固定資産合計 301,506 318,698

投資その他の資産

投資有価証券 34,586 22,622

保険積立金 27,597 27,231

繰延税金資産 14,522 32,084

破産更生債権等 428,585 406,108

その他 76,976 71,599

貸倒引当金 △289,343 △268,818

投資その他の資産合計 292,924 290,828

固定資産合計 2,922,591 2,961,824

繰延資産

株式交付費 1,517 3,357

社債発行費 1,438 1,739

繰延資産合計 2,955 5,096

資産合計 5,913,822 6,140,701
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 645,512 696,234

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 303,390

※2
 298,351

1年内償還予定の社債 100,000 120,000

未払法人税等 22,526 34,299

賞与引当金 40,170 20,280

その他 339,932 317,906

流動負債合計 1,551,531 1,587,072

固定負債

長期借入金 ※2
 789,558

※2
 799,371

繰延税金負債 19 33

再評価に係る繰延税金負債 440,064 440,064

退職給付引当金 169,027 157,858

その他 7,858 8,609

固定負債合計 1,406,527 1,405,936

負債合計 2,958,058 2,993,008

純資産の部

株主資本

資本金 2,713,552 2,713,552

資本剰余金 200,233 200,233

利益剰余金 △706,333 △521,645

自己株式 △3,586 △3,573

株主資本合計 2,203,865 2,388,566

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 27 49

土地再評価差額金 601,222 601,222

為替換算調整勘定 90,647 91,018

評価・換算差額等合計 691,898 692,290

新株予約権 60,000 60,000

少数株主持分 － 6,836

純資産合計 2,955,763 3,147,693

負債純資産合計 5,913,822 6,140,701
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 1,270,959 947,470

売上原価 912,963 742,603

売上総利益 357,996 204,866

販売費及び一般管理費 ※1
 344,429

※1
 312,803

営業利益又は営業損失（△） 13,567 △107,936

営業外収益

受取利息 162 229

不動産賃貸料 2,085 2,039

助成金収入 － 3,465

その他 14,550 3,758

営業外収益合計 16,797 9,492

営業外費用

支払利息 6,130 7,984

株式交付費償却 5,156 1,840

為替差損 9,560 7,769

不動産賃貸費用 5,245 5,107

支払手数料 － 8,000

その他 7,614 6,069

営業外費用合計 33,707 36,772

経常損失（△） △3,342 △135,215

特別利益

貸倒引当金戻入額 60 1,808

棚卸資産処分益 5,523 －

特別利益合計 5,583 1,808

特別損失

貸倒引当金繰入額 4,749 20,387

たな卸資産評価損 47,718 －

特別損失合計 52,468 20,387

税金等調整前四半期純損失（△） △50,226 △153,794

法人税、住民税及び事業税 30,834 20,306

法人税等調整額 △5,268 17,423

法人税等合計 25,566 37,730

少数株主損失（△） △1,881 △6,836

四半期純損失（△） △73,911 △184,688
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △50,226 △153,794

減価償却費 58,800 34,374

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,502 19,890

のれん償却額 15,328 14,736

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,970 11,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,387 17,547

受取利息及び受取配当金 △162 △229

支払利息 6,130 7,984

為替差損益（△は益） △1 －

売上債権の増減額（△は増加） 186,578 △38,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 145,574 72,782

仕入債務の増減額（△は減少） △206,718 △50,541

有形固定資産除却損 20 －

たな卸資産評価損 47,718 －

未払又は未収消費税等の増減額 △41,734 △14,759

その他 52,072 △36,322

小計 273,297 △115,657

利息及び配当金の受取額 162 229

利息の支払額 △4,803 △8,263

法人税等の支払額 △42,772 △29,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 225,883 △152,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △50,011

定期預金の払戻による収入 16,000 62,508

有価証券の取得による支出 － △15,000

有形固定資産の取得による支出 △6,881 △7,432

無形固定資産の取得による支出 △565 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,553 △9,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 150,000 90,000

長期借入金の返済による支出 △55,958 △94,774

社債の償還による支出 △30,000 △20,000

自己株式の取得による支出 － △12

その他 △38 14

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,004 △24,772

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,988 △829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 319,429 △188,423

現金及び現金同等物の期首残高 1,003,239 1,206,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,322,668

※1
 1,017,826
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　　該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により、算出する方法によっておりま

す。 

２．固定資産の減価償却費の

算出方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算出する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,793,657千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,760,752千円

※２　担保に供している資産

　  　　　　　建物及び構築物 269,147千円

 　　　　　 土地 1,476,581千円　　　　

  　　　　　計 1,745,729千円

上記に対応する債務

短期借入金 100,000千円

長期借入金 710,747千円

（うち１年以内返済予定） 216,585千円

なお、上記のほかに海外取引に伴う履行保証及び瑕疵担保

保証として、定期預金10,000千円を担保に供しております。

　

※２　担保に供している資産

  　　　　　現金及び預金 6,000千円

 　　　　　 建物及び構築物 274,171千円

  　　　　　土地 1,476,581千円

  　　　　　計 1,756,753千円

上記に対応する債務　

長期借入金 781,364千円

(うち１年以内返済予定) 231,487千円

※３　受取手形割引高 56,946千円

受取手形裏書譲渡高 1,548千円

　

　

※３　受取手形割引高 3,000千円

受取手形裏書譲渡高 3,823千円

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は 

以下のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は 

以下のとおりであります。

給与賞与 125,416千円

賞与引当金繰入額 11,284千円

旅費交通費 24,816千円

業務委託費 30,460千円

給与賞与 102,378千円

賞与引当金繰入額 23,693千円

旅費交通費 21,218千円

業務委託費 20,374千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　　借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,366,668千円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △44,000千円　

現金及び現金同等物 1,322,668千円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　　借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,111,838千円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △94,011千円　

現金及び現金同等物 1,017,826千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　

平成22年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（株） 　　　　　　　　71,337,916

 

２．自己株式の種類及び株式数

 株式の種類  当第１四半期連結会計期間末

普通株式（株）                     22,213

  

３．新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数（千株）
当第１四半期連結会計

期間末残高（千円）

提出会社

（親会社）　
普通株式 　　　　　　    　40,000 　　　 　　　　60,000

　

４．配当に関する事項

　無配のため記載すべき事項はありません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 
試験機事業
（千円）

住生活事業
（千円）

デジタル事業
（千円）

ゆるみ止め
ナット事業　
（千円）　

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 740,136316,760 90,600 123,4621,270,959 ― 1,270,959

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― ―

計 740,136316,760 90,600 123,4621,270,959 ― 1,270,959

営業利益(又は営業損失） 69,118△23,456 48,214 △6,989 86,887 (73,319)13,567

　（注）１．事業区分の方法 

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品又は事業内容

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等

住生活事業 金型、プラスティック製品、木工製品、家庭用電気製品等

デジタル事業　 マルチメディア端末のサーバーサービス

ゆるみ止めナット事業　 ハイパーロードナット、ハイパーロードスプリング、ハイテンションボルト　

　　　　３．事業の名称変更

平成21年７月１日より、従来の「民生品事業」から「住生活事業」へ名称を変更いたしました。

なお、セグメントの名称変更のため、前連結会計年度については、セグメント情報に与える影響はありませ

ん。 

４．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（1）に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、ゆるみ止めナット事業で7,886

千円減少しております。　

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

 
試験機事業
（千円）

住生活事業
（千円）

デジタル事業
（千円）

ゆるみ止め
ナット事業　
（千円）　

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 518,513383,725 ― 45,231 947,470 ― 947,470

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― ―

計 518,513383,725 ― 45,231 947,470 ― 947,470

営業利益(又は営業損失） 36,938 3,785 △3,411 △77,164△39,852 (68,083)△107,936

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品又は事業内容

試験機事業 動力計、環境試験装置、性能・耐久試験機、疲労及び動的試験機等

住生活事業 金型、プラスティック製品、木工製品、家庭用電気製品等

デジタル事業　 マルチメディア端末のサーバーサービス

ゆるみ止めナット事業　 ハイパーロードナット、ハイパーロードスプリング、ハイテンションボルト　
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 
日本
（千円）

中国
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 1,026,350244,6081,270,959 ― 1,270,959

(2）セグメント間の内部売上高 ― 18,839 18,839 (18,839) ―

計 1,026,350263,4481,289,798(18,839)1,270,959

営業利益（又は営業損失） 105,174△21,489 83,685 (70,118)13,567

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．会計処理の方法の変更

          （棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（1）に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で7,886千円減少し

ております。　

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

 
日本
（千円）

中国
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 704,473 242,997 947,470 ― 947,470

(2）セグメント間の内部売上高 2,582 11,074 13,656 (13,656) ―

計 707,055 254,071 961,126 (13,656)947,470

営業利益（又は営業損失） △41,745 △1,915 △43,661 (64,275)△107,936

　（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　

【海外売上高】

 　　　　 前第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

  中国 計 　

Ⅰ　海外売上高（千円） 244,608 244,608 　

Ⅱ　連結売上高（千円）     　　 1,270,959 　

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
19.2 19.2 　

　

　　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日） 

  中国 計 　

Ⅰ　海外売上高（千円） 242,997 242,997 　

Ⅱ　連結売上高（千円）     　　 947,470 　

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％）
25.6 25.6 　

　（注）１．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

２．国又は地域の区分は、中国のみとなっております。
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。

 

  

 

（デリバティブ取引関係）

　事業の運営において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるデリバティ

ブ取引はありません。 

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年２月28日）

１株当たり純資産額 40.60円 １株当たり純資産額 43.20円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △1.04円 １株当たり四半期純損失金額 △2.58円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。 

　

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額 　 　

四半期純損失（△）（千円） △73,911 △184,688

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △73,911 △184,688

期中平均株式数（千株） 71,317 71,315

 　　　
（重要な後発事象）
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

（新株予約権の取得および消却）

　当社は、平成22年６月３日開催の取締役会において平成21年９月７日に発行しました株式会社テークスグルー

プ平成21年第１回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の一部について下記のとおり取得および消却を

行うことを決議いたしました。

１．取得および消却を行う理由

　　　デジタル事業、住生活事業、試験機事業およびゆるみ止めナット事業を推進し、安定的に収益を確保できる体

制を構築することを目的として本新株予約権を発行し、このうちデジタル事業分野における包括的な業務提

携基本契約を締結していたフレパー・ネットワークス株式会社（以下「フレパー社」という。）、同社の筆頭

株主である株式会社ＭＩＴおよび同社の取引先である株式会社Ｉ.Ｄ.Ｒに対して、本新株予約権を合計で

28,000個割当てました。

　　　しかしながら、平成22年５月18日付「携帯電話販売事業への参入中止および業務提携の解消のお知らせ」に

てお知らせのとおり、当社は諸般の事情からフレパー社との業務提携を解消した結果、本新株予約権を上記３

社に割当てた当初の目的が達成できないことになりましたので、フレパー社を取り巻くビジネス環境の急激

な変化と当社の信用に対する影響その他諸々の状況を考慮した結果、当社の経営判断としては、コンプライア

ンス上、上記３社に割当てた本新株予約権を取得（買戻し）した上で消却することを決議いたしました。

２．取得および消却の内容

　　　①対象となる本新株予約権

　新株予約権者
　割当新株予約権個数

　取得（買戻し）個数
　取得価額

　株式会社ＭＩＴ　　 14,000個　 21百万円　

　株式会社Ｉ.Ｄ.Ｒ 10,000個　 15百万円　

　フレパー・ネットワークス株式会社 4,000個　 6百万円　

　合計 28,000個　 42百万円　

　　　②取得価額

　　　　取得価額は、本新株予約権の発行要領に基づくものであり、本新株予約権の払込金額と同額であります。ただ

し、取得価額の支払等につきましては、当社グループはフレパー社に対して売掛債権を有していることか

ら、債権回収を早急に進める中で適切に対応します。

３．取得および消却の日程

　　　平成22年６月14日　新株予約権証券の提出に関する公告および通知

　　　平成22年７月15日　新株予約権取得日

　　　平成22年７月15日　新株予約権の消却に係る取締役会決議

４．消却後の新株予約権の状況

　新株予約権者 　所有新株予約権個数 　行使済新株予約権個数

　山本　勝三 12,000個　 0個　

　

（医療機器事業に関する業務提携）　

当社は、平成22年６月17日開催の取締役会において、医療器械の専業メーカーである木村医科器械株式会社との

間で、医療機器事業に関する業務提携を行うことについて決議いたしました。

１．業務提携の理由　

　　　木村医科器械株式会社は、全身麻酔器と人口呼吸器のメーカーとして40年以上の実績を有する企業ですが、拡

大する中国市場への参入を果たすべく、中国における製造拠点の確保を模索しておりました。一方、当社グ

ループは、国内および中国に製造拠点を有しておりますが、リーマンショック以降低下していた工場稼働率を

早急に回復するために、新たな事業への進出を含め様々な方策を検討しておりました。今般、上記業務提携に

ついて合意に至りましたのは、以上のような両社のニーズが合致し、当社も永年に亘り培ったノウハウと技術

力を有していることから、充分なシナジーを期待できると判断したためであります。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

２．業務提携の内容　

　　　①医療機器の製造業務　

　　　　木村医科器械株式会社の呼吸器および麻酔器の一部を当社および当社の中国子会社において製造します。

　　　②医療機器の修理、メンテナンス、リフレッシュ業務

　　　　木村医科器械株式会社の医療器械の一部について当社および当社の中国子会社において修理、メンテナン

ス、リフレッシュ業務を行います。

　　　③必要に応じて技術者の交流を行い、お互いの技術の融合・発展を図ります。

　　　④医療機器について、中国市場における販売協力を行います。

３．業務提携の相手先の概要

　　　①名称　　　木村医科器械株式会社

　　　②所在地　　東京都文京区湯島二丁目17番５号

　　　③代表者　　代表取締役　小久保　暁

　　　④資本金　　１億2,500万円

４．日程

　　　平成22年６月17日　業務提携契約締結

　　　平成22年12月初旬　新事業開始（予定）

５．今後の見通し

　　　現在、新事業の開始に向け業務プロセスの構築や試作品の製作など体制の整備に取り組んでおりますが、本業

務提携の業務への影響につきましては、事業開始後の進捗状況に応じて適宜お知らせいたします。

　

（債権回収にかかる訴訟の提起）

　当社は、平成22年６月17日開催の取締役会において、デジタル事業分野において取引を行っていたフレパー・

ネットワークス株式会社（以下「フレパー社」という。）に対し、売掛債権を回収するために訴訟を提起するこ

とを決議いたしました。

１．訴訟に至る経緯

　　　当社は、フレパー社のビジネス環境の急変により、同社との業務提携を解消し。また。同社らに割当てた平成21

年第１回新株予約権の取得（買戻し）を決議するとともに、同社に対する売掛債権の回収に努めておりまし

たが、今般、債権の回収には法的手段を採ることが適切であると判断し、訴訟を提起することを決定いたしま

した。

２．訴訟の相手先

　　　名称　　フレパー・ネットワークス株式会社

　　　所在地　東京都港区虎ノ門三丁目12番１号

　　　代表者　代表取締役　宮之内誠人

３．訴訟の日程および内容

　　　当社グループがフレパー社に対して有する次の売掛債権について、顧問弁護士と相談の上具体的な訴訟額を

決定し、本年６月中を目途に訴訟を提起する予定であります。

　　　①当社の有する売掛債権　233百万円（平成22年６月17日現在）

　　　②当社子会社の有する売掛債権　31百万円（平成22年６月17日現在）

４．今後の見通し

　　　当社グループがフレパー社に対して有する売掛債権につきましては、平成22年２月期決算において引当を

行っているため、当期の業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、訴訟の結果、当社の有する動

産譲渡担保権を実行した場合に、当該担保権により取得する金額と当初の評価額が異なる可能性があります。

　

　

　

（リース取引関係）

リース取引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月14日

株式会社テークスグループ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浜田　正継　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大津　素男　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テークスグ

ループの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から

平成21年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テークスグループ及び連結子会社の平成21年５月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　 

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年７月14日

株式会社テークスグループ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浜田　正継　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 菅原　隆志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 有川　　勉　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テークスグ

ループの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から

平成22年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テークスグループ及び連結子会社の平成22年５月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　 

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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